
【通勤届申請フローチャート】
通勤手段及び週の勤務日数等によって、申請方法が異なります。
以下のフローチャートをご確認のうえ、通勤届へご記入をお願いいたします。

自宅から就業場所までの距離が徒歩で計測して、 2km未満である 実際に通勤する手段・方法でご記入ください。
（通勤手当の支給対象外です）

2km以上である

通勤手段は 「通勤方法の別」欄：徒歩
「定期券、現金の別」欄：記入不要
「左欄の乗車券等の額」欄：記入不要（０円）

「通勤方法の別」欄：自転車、自動車など用具の名称
「定期券、現金の別」欄：記入不要
「左欄の乗車券等の額」欄：距離に応じ、以下の表の「1日当たりの単価」を記入

（例） １日 ２００円

距離 1日当たりの単価

片道2㎞以上10㎞未満 200円

片道10㎞以上15㎞未満 338円

片道15㎞以上20㎞未満 476円

片道20㎞以上25㎞未満 614円

片道25㎞以上30㎞未満 752円

片道30㎞以上35㎞未満 890円

片道35㎞以上 1,028円

交通用具（自転車・
自動車等）である

交通機関（鉄道・バス・モノレール等）は次頁へ続く

徒歩である



週５日である

「通勤方法の別」欄：路線を記載
「定期券、現金の別」欄： ６か月定期券

※ただし、【６か月定期券の１カ月相当額】より【ICカード×21日分】の方が安い場合は「ICカード」

「左欄の乗車券等の額」欄：定期券の場合・・・原則、６か月定期券の金額を記入
※任用時期により１，３か月定期代となる場合や、支給時期が異なる場合があります。

１週間あたりの勤務日数が

交通機関（鉄道・バス
・モノレール等）である

交通機関（鉄道・バス・モノレール等）利用時の運賃等相当額は、原則、最も安い経路・手段

による場合の金額になります。（日野市一般職の職員の通勤手当支給規則より）

※日野駅～日野市役所のバス代は支給対象外です

「通勤方法の別」欄：路線を記載

「定期券、現金の別」欄：ICカード
※定期券の１カ月相当の金額の方が安い場合、定期券での支給となる場合があります。この場合、
職員課よりご連絡させていただくため、通勤届提出時はICカードでご記入ください。

「左欄の乗車券等の額」欄：定期券の場合・・・ICカードの片道の金額を記入

週４日である



記入例（表）



記入例（裏）
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